
 

 

 

 

 

 

 

 

宮代町地域防災計画（修正案） 

（パブリックコメントの結果） 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



パブリックコメントの概要  

 

１ 募集期間  

 

令和６年９月１３日（金）から１０月３日（木）まで 

 

２ 資料閲覧場所  

 

町ホームページ、役場情報公開コーナー、町民生活課窓口、図書館、進修館、郷土資料館、ぐるる宮代 

 

３ 意見件数  

 

１件の意見がありました。 

 

４ 意見に対する見解及び計画修正の有無 

 

意見に対する見解は、下記添付資料「パブリックコメント結果」をご覧ください。 

 

５ 公表日及び公表の方法 

 

令和６年１０月１０日（木）から町公式ホームページ及び資料閲覧場所にて公表 

  



No. いただいた御意見 御意見に対する見解 計画修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

修正箇所を確認する限り、形式的な文言上の地域防災計

画修正しか行われていないように見受けられます。 

 

廃棄物処理という側面から考えて、久喜宮代衛生組合

（和戸 1276-1）と北本地区衛生組合（北本市朝日 1-200）

の地勢的な条件が大きく異なることを地域防災計画に

盛り込む変更を丁寧に検討して頂くようお願い申し上

げます。 

災害により発生した廃棄物を、発生現場から北本地区衛

生組合に移動する時間は通常でも車両で１時間以上を

要し、久喜宮代衛生組合の場合は１５～３０分程度と比

較して距離的・時間的な条件が２～３倍は異なります。

しかも災害時には元荒川氾濫や震災で道路が断絶する

確率が非常に高く、北本地区衛生組合に物理的に廃棄物

を長期間運べないことを想定して一次保管場所（資料－

１９災害廃棄物仮置場候補地一覧）で十分かどうかなど

の検討が必要と考えます。候補の仮置場は生ごみなど時

間および衛生上制約がある廃棄物の一時保管場所とし

ては不適切であると考えます。絵にかいた餅ではなく実

行性のある地域防災計画に修正する必要があります。 

 

修正案は、災害対応時下であっても、し尿処理を含

めた廃棄物処理を行うための体制とその構築方法、連

携方法について整理しています。 

また、災害廃棄物仮置場では、生ごみなど生活ごみ

は取扱いません。 

なお、後段部の内容につきましては、貴台のご意見

として承りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

修正なし 



ごみ処理施設をすべて町内から無くすという選択をす

る宮代町は、久喜宮代衛生組合を厄介払いできると安易

にお考えのように拝察します。ところが、ごみ処理施設

を他市町に依存することは、多大な費用が町の財政を圧

迫するだけでなく、防災のような命に係わる場面で上記

のような危険とハンディを背負うことになります。この

ような検討はこれまで行われ、その結果は住民に示され

ておりますでしょうか。 この後、久喜宮代衛生組合が稼

働を停止して、久喜市新ごみ処理施設（久喜市菖蒲町三

箇４０）に移行する計画では、防災面での財政的コスト

増はいくらと見積もられていますでしょうか。 

 

このような直面する課題・問題について、廃棄物減量等

推進審議会などの委員会で速やかに審議し、結果を住民

に公開して下さるよう要望申し上げます。 

 

以上 

 


